
　　＜仮換地の分筆手続きフロー＞

（施行者）組合 土地所有者（代理人） 法務局

①仮換地分筆計算願の提出

※様式第１号

⑤地積測量図の作成・提出

⑥地積測量図の奥書証明

※申請後すぐ交付します

⑦分筆登記申請 ⑧分筆登記受付

⑨分筆登記完了

⑩登記事項証明書等の

交付

⑪仮換地指定変更願の提出

※様式第２号

⑫仮換地指定通知（取

消・指定）作成・交付

※様式第３号・４号

※作成に数日かかります

⑬納付書・納付通知の交付

⑯納付の確認

※納付確認後、杭設置を行

います

⑰役員会への報告

⑭仮換地指定通知（取消・指

定）の受領書提出

※様式第５号

⑮手数料の納付

②仮換地分筆計算願受理

③分筆計算

※10日程度かかります
④指示書、調書等の交付

●仮換地証明書は受領書（様式第５

号）の提出を確認後、交付いたします

（通常であれば仮換地指定変更願提

出後、１週間程度）。申請後、即日交

付を希望される場合、事務局へご相

談ください。

●分筆に係る手数料は次の通りです。

・分筆計算 15,400円／１件
・杭設置 20,700円／１本
・測量 22,000円／１筆
ただし１筆加筆することに11,000円加算
する

●仮換地の杭設置については手数

料の納付確認後に行いますが、事業

の進捗状況等により、すぐには行え

ない場合があります。詳しくは事務局

へお問い合わせください。

＜事務局＞

碧南伊勢土地区画整理組合

碧南市松本町２８番地

碧南市役所 都市整備課 管理係

※※ご注意ください※※


